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中山紘一 
住田智希 

施行された EU の RoHS 指令のその後 

 

改正 RoHS 指令の除外項目(その 2) 

 

改正 RoHS指令が 2011 年 7 月 1 日に EU 官報で告示され、2011 年 7 月 22 日から施行され

ました。今回、除外項目の続きについて解説しましょう。 

対象となる製品はカテゴリー １～11となります。しかし、軍需機器、宇宙用機器、指令

の範囲から除外されるかまたは該当しない他の種類の機器の一部として特別に設計され、

設置される機器はこの除外項目の対象外となります。 

カテゴリー 1～11 の中で、カテゴリー 5、カテゴリー 6、カテゴリー 8、カテゴリー 9

については、それぞれ除外に該当する項目があります。 

その除外項目の内容は、表 1内で橙色で示したものが該当します。 

 

表 1-1 除外項目の一覧 
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表 1-2 除外項目の一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特にカテゴリー6の電動工具における除外項目として「大規模据付工具(生産機械)」と「大

規模固定式設備」があげられていますが、その解釈について対照表を作成しましたので紹

介します。 

疑問に思った時に参考にして頂ければと思います。 
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表 2 除外となる大規模据付工具と大規模固定設備の対照表 

対象 大規模据付工具(生産機械) 大規模固定式設備 

Large-scale Stationary Industrial 

Tools 

Large-scale Fixed Installations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定義 

特定用途向けに共に機能する機械、機器お

よび／または構成部品の大型組立品であ

って、専門家により特定の場所に恒久的に

設置および撤去され、製造工場施設または

研究開発施設において専門家により使用

および保守されるものが対象 

数種類の設備およびその他の装置を

大規模に組合せて、専門家によって組

立および設置され、予め設定された専

用の場所に恒久的に使用することが

意図され、専門家によって撤去される

ものなどが対象 

"large-scale stationary industrial 

tools" means a large-scale assembly of 

machines, equipment, and/or 

components, functioning together for a 

specific application, permanently 

installed and de-installed by 

professionals at a given place, and used 

and maintained by professionals in an 

industrial manufacturing facility or 

research and development facility 

"large-scale fixed installation" 

means a large-scale combination of 

several types of apparatus and, 

where applicable, other devices, 

which are assembled and installed by 

professionals, intended to be used 

permanently in a pre-defined and 

dedicated location, and 

de-installed by professionals 

・特定用途のために共に機能する機械、機

器および／または大型組立品 

・数種類の設備およびその他の装置を

大規模に組合せ 

・特定の場所に専門家によって恒久的に設

置および撤去されるもの 

・専門家によって組立および設置さ

れ、撤去されるもの 

・製造工場施設または研究開発施設におい

て専門家によって使用され保守されるも

の 

・予め設定された専用の場所に恒久的

に使用することが意図されるもの 

・大規模であるもの ・大規模であるもの 

 

 

 

 

 

事例 

・製造機械 

・工作機械（NC 旋盤、ボール盤、金属成

型プレス、新聞印刷プレス） 

・加工対象の検査装置(電子ビーム、レー

ザー、遠紫外線による欠陥検出システム、 

・プリント配線板の自動検査装置、IC 用

自動検査装置） 

・クレーン 

・製造ライン 

・ロボット 

・工作機械（工業、食品業、印刷媒体

等）を含む生産設備 

・コンベア搬送システム 

・エレベータ 

・自動倉庫 

・発電機など電気供給システム 

・鉄道信号インフラ 

・業務用で固定設置された空調、冷房、

暖房システム 

 

備考 

輸送する物の総量が 5.71 X 2.35 X 2.39 mを超え、20フィートコンテナで移動す

るには大きすぎる場合が大規模に該当 

設置物の合計重量が 44トン以上なら大規模に該当  
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